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 平成３０年９月７日付けで受け付けた住民監査請求については、請求の要件を審査し

た結果、下記の理由により、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）

第２４２条に定める住民監査請求として要件を欠いているものと認められました。 

 よって、法第２４２条第４項に定める監査を実施しないこととしたので通知します。 

 

 記 

 

本件請求において、請求人は、都が、平成３０年５月２４日に、築地市場解体工事に

関する３件の請負契約（以下「本件各請負契約」という。）を締結した行為は、いわゆる

ＷＴＯ政府調達協定に違反しており、同協定に従って国際入札が行われていれば、解体

請負工事合計額が相当程度低廉になる可能性が多大に存した場面であるから、都知事に

対して、上記請負契約を解除し、同契約に基づく債務の履行を行わないこと及びＷＴＯ

政府調達協定に従った再度の入札を行った上で新たな請負契約を締結することを求めて

いるものと解される。 

法第２４２条第１項に定める住民監査請求は、普通地方公共団体の執行機関又は職員

について、違法・不当な契約の締結等の財務会計上の行為があると認めるとき、当該普

通地方公共団体の住民が監査を求め、損害補塡の措置等を請求できるものである。 

また、最高裁昭和５３年３月３０日判決では、「地方自治法２４２条の２の定める住民

訴訟は、普通地方公共団体の執行機関又は職員による同法２４２条１項所定の財務会計

上の違法な行為又は怠る事実が究極的には当該地方公共団体の構成員である住民全体の



 

 

利益を害するものであるところから、これを防止するため、地方自治の本旨に基づく住

民参政の一環として、住民に対しその予防又は是正を裁判所に請求する権能を与え、も

つて地方財務行政の適正な運営を確保することを目的としたもの」と判示されており、

上記の「住民全体の利益」については、福岡高裁平成６年３月８日判決及び最高裁平

成６年９月８日判決で是認された福岡地裁平成５年８月５日判決において、「監査の対象

となる行為等は、地方公共団体に積極消極の損害を与えひいては住民全体の利益に反す

るものでなければならない」と判示されている。すなわち、適法な住民監査請求は、当

該財務会計上の行為により、地方公共団体に損害が生じていること、又は将来損害が生

じるおそれがあることが前提である。 

（１）ＷＴＯ政府調達協定の理念と入札における価格形成との関係について 

ＷＴＯ政府調達協定の理念は、前文において、「政府調達に係る措置が透明性を

有すること、透明性のある、かつ、公平な方法で調達を実施すること並びに腐敗

の防止に関する国際連合条約等の適用のある国際文書に従って利益相反及び腐敗

した慣行を回避すること」とあるように、あくまで、政府調達の分野における手

続の透明性の確保等にあり、請求人が主張するような、政府調達に係る契約がよ

り低廉な価格で締結されることを目的とするものではない。 

そもそも、ＷＴＯ政府調達協定の適用の如何を問わず、入札における価格形成

は、入札時期、市場価格、需給状況、履行の難易度、数量の多寡、履行期間の長

短など様々の不確実な要素が複雑に絡み合って形成されるものであり、個別具体

の入札ごとに諸状況は異なるから、仮に同一の仕様で別々に入札を行ったとして

も、落札価格が同一の結果となるというものではない。また、ＷＴＯ政府調達協

定に従った国際入札により、透明性のある競争環境が付加されるとしても、その

結果、契約額が必ず本件各請負契約の合計額より低廉になると実証することは、

不可能である。したがって、たとえ本件各請負契約の締結がＷＴＯ政府調達協定

に準拠していないとしても、そのことが、都に損害をもたらすか否かということ

には因果関係がなく、また、都に現に損害が生じているとは言えないし、将来損

害が発生すると証明することもできないから、請求人の主張は、財務会計上の行

為に伴う地方公共団体の損害発生等を前提とする住民監査請求には本来なじまな

いものと言える。 

（２）請求人が主張する本件契約の違法性の根拠について 

請求人は、本件の入札がＷＴＯ政府調達協定「第２条で禁止される『協定の適

用回避のために』『契約の分割』を行ったとみる」ほかないと主張しているが、こ



 

 

れは、請求人の主観的な推論にとどまり、客観的かつ具体的な証拠に基づく立証

がなされたとは認定できない。一般的に工事契約の手法の選択は、その規模はも

とより、対象工事の難易度、特質、求められる技術水準、内容に適合した履行の

確保、他事業との整合性などの観点から多角的総合的に勘案して、政策上の判断

として行われるものである。仮に、その判断の根拠を請求人が具体的かつ客観的

に何ら摘示することなく、当該判断の帰結である入札手続行為のみを捉えて、３件

の入札を行ったという当該政策判断の当不当を争うことができるとすれば、およ

そ広範かつ多岐にわたる行政作用一般を争うことができることとなり、財務会計

上の行為に対象が限定されている住民監査請求制度の趣旨が損なわれると言わざ

るを得ない。 

 

よって、本件請求は、法第２４２条に定める住民監査請求として不適法である。 


